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「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
法
）
」
が
10
月
５
日
か
ら

施
行
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
が

各
人
に
通
知
さ
れ
、
平
成
28
年
１

月
か
ら
社
会
保
障
・
税
・
災
害
対

策
分
野
の
行
政
手
続
き
で
利
用
が

始
ま
り
ま
す
。

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）っ
て
何
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
住
民

登
録
を
し
て
い
る
方
が
１
人
一
つ

の
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

を
持
つ
こ
と
で
、
情
報
を
適
切
に

把
握
し
、
複
数
の
機
関
に
存
在
す

る
情
報
が
同
じ
人
の
情
報
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
導
入
さ

れ
る
制
度
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
な
ぜ

導
入
さ
れ
る
の
？

⑴
手
続
き
が
正
確
で
早
く
な
る

　

複
数
の
機
関
に
存
在
す
る
情
報

が
同
じ
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
や
す
く
な
る
た
め
、
各
行

政
機
関
で
の
確
認
作
業
や
入
力
作

業
な
ど
が
削
減
さ
れ
、
手
続
き
が

ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
す
。

⑵
面
倒
な
手
続
き
が
簡
単
に

　

各
種
申
請
時
に
必
要
な
課
税
証

明
書
な
ど
の
資
料
の
添
付
を
省
略

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
手
続
き
が

簡
単
に
な
り
ま
す
。

⑶
公
正
・
公
平
な
社
会
の
実
現
へ

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
導
入
す

る
こ
と
に
よ
り
、
一
人
ひ
と
り
の

所
得
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
状

況
を
把
握
し
や
す
く
な
り
ま
す
の

で
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
真
に
必
要

と
し
て
い
る
方
に
対
し
、
き
め
細

や
か
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
不
正

な
給
付
を
受
け
る
こ
と
や
、
必
要

な
負
担
を
免
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た

め
に
も
使
わ
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
何
に
使
う
の
？

社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策

の
分
野
で
、
法
律
等
で
定
め
ら
れ

た
事
務
に
限
り
、
利
用
さ
れ
ま
す

（
図
１
参
照
）
。

▼
社
会
保
障

　

年
金
や
雇
用
保
険
、
社
会
保
険

の
資
格
取
得
・
確
認
・
給
付
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
の
事
務
、
医
療
保
険

の
保
険
料
徴
収
、
福
祉
分
野
の
給

付
、
生
活
保
護
な
ど

▼
税

　

税
務
当
局
に
提
出
す
る
確
定
申

告
書
・
届
出
書
・
調
書
な
ど
に
記
載

▼
災
害
対
策

　

大
災
害
時
に
お
け
る
被
災
者
台

帳
の
作
成
事
務
な
ど

　

な
お
、
民
間
企
業
に
お
い
て
も

従
業
員
の
厚
生
年
金
・
健
康
保
険

の
加
入
や
源
泉
徴
収
の
手
続
き
の

際
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
と

な
り
ま
す
（
図
2
参
照
）
。

自
分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
い

つ
わ
か
る
の
？

10
月
５
日
以
降
、
住
民
登
録

さ
れ
て
い
る
市
民
一
人
ひ
と
り
に

12
桁
の
番
号
が
記
載
さ
れ
た
「
通

知
カ
ー
ド
」
が
簡
易
書
留
で
順
次

送
付
さ
れ
ま
す
（
外
国
人
の
方
に

も
通
知
さ
れ
ま
す
）
。
な
お
、
全

世
帯
へ
の
送
付
は
お
お
む
ね
11
月

中
と
な
り
ま
す
（
図
３
参
照
）
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
原
則
、生
涯
変

更
さ
れ
ま
せ
ん
。「
通
知
カ
ー
ド
」

は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
っ
て
何
？

通
知
カ
ー
ド
と
と
も
に
送
付

さ
れ
る
申
請
書
に
よ
り
申
請
す
れ

ば
、
平
成
28
年
１
月
以
降
「
個
人

番
号
カ
ー
ド
」
の
交
付
が
受
け
ら

れ
ま
す
（
初
回
の
交
付
手
数
料
は
、

無
料
で
す
）
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
に
は
、
氏
名
、

住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
、
個
人

番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
等
が
記

載
さ
れ
る
ほ
か
、
本
人
の
顔
写
真

が
表
示
さ
れ
、
本
人
確
認
の
た
め

の
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き

ま
す
（
図
４
参
照
）
。

（注）
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
、
有

効
期
限
ま
で
利
用
で
き
ま
す
が
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
と
重
複
し
て
持

つ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

個
人
情
報
の
取
扱
い
は
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
手

続
き
の
た
め
行
政
機
関
等
に
提
供

す
る
場
合
を
除
き
、
む
や
み
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
他
人
に
提
供
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
仕
組
み
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
行
政
機
関
等
で
情
報
の

や
り
と
り
を
す
る
時
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
の

で
は
な
く
、
特
殊
な
暗
号
に
変
換

し
、
専
用
回
線
に
よ
り
安
全
対
策

を
考
え
て
情
報
の
や
り
と
り
が
行

わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
他
人
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た

り
、
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取

り
扱
っ
て
い
る
人
が
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
や
個
人
の
秘
密
が
記
録
さ
れ

た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
他
人
に

不
当
に
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処

罰
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、自
分
の
個
人
情
報
が
ど
の

よ
う
に
や
り
と
り
さ
れ
て
い
る
か

等
を
自
分
で
確
認
で
き
る
シ
ス
テ

ム（
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
）が
平
成
29

年
１
月
か
ら
稼
働
す
る
予
定
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先
は
ど
こ
な
の
？

国
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
に
、ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
で
対
応
す
る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

を
開
設
し
て
い
ま
す
。マ
イ
ナ
ン

バ
ー
に
関
し
て
の
詳
細
は
、コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
に
問
い
合
わ
せ
る
か
、

内
閣
官
房
社
会
保
障
・
税
番
号
制

度
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（

 http://
w

w
w.cas.go.jp/jp/seisaku/

bangoseido/

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
（
有
料
）

平
日
９
時
30
分
～
17
時
30
分
（
祝

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

☎
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７
０
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７
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※
外
国
語
対
応
は
、

☎
０
５
７
０
(20)
０
２
９
１

10
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

通
知
が
始
ま
り
ま
す

〜
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
の

ご
案
内
〜

（個人の利用例  図1）

（民間事業者の利用例  図2）

（図4）個人番号カードの様式について

（図3）通知カードの様式について
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平成26年度山武郡市
広域行政組合歳入歳出決算
　山武郡市６市町の共同処理として山武郡市広域行政
組合で行っている事務（消防業務、養護老人ホーム・老人
デイサービスセンター・し尿処理施設・夜間急病診療所・
休日救急歯科診療所・斎場の運営、電子計算機による
情報処理、介護認定審査会業務等）の決算をお知らせし
ます。
　一般会計の決算状況は歳入総額46億１，４０３万６千
円、歳出総額44億２，４０７万５千円で、差引残額は
１億８，９９６万１千円となっています。
　収支額の前年度比較では、歳入が2.9％の増、歳出が
3.6％の増となっています。

山武郡市広域行政組合企画財政課

　☎（54）０２５２

（制度全般は）総務課行政班　☎（70）０３００
　（通知カード・個人番号カードは）市民課戸籍市民班　☎（70）０３４０

　千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パート、
アルバイト等を含む）および、その使用者に適用され
る千葉県最低賃金（地域別最低賃金）が、平成27年
10月１日から時間額８１７円（従来の７９８円から
19円引上げ）に改正されました。
　使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用す
ることはできません。仮に、この額より低い賃金を定
めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額
の定めをしたものとみなされます。

千葉労働局労働基準部賃金室

　☎０４３（２２１）２３２８
　東金労働基準監督署

　☎（52）４３５８
　24時間テレフォンサービス

　☎０４３（２２１）４７００


